
 

 

  

 

 

令和５年度 公共施設の状況 

（鈴鹿市公共施設等総合管理計画 別冊） 
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１ 公共施設等総合管理計画の進捗管理について 

本市では、平成 27 年 12 月に公共施設及びインフラ施設について、これらを総合

的かつ計画的に管理するため「鈴鹿市公共施設等総合管理計画（以下、総合管理計画

という）」を策定しました。総合管理計画においては、公共建築物（ハコモノ）のみで

なく、インフラ施設も含めて対象とし、施設全体の管理に関する基本的な方針を記載

しています。 

総合管理計画については、これまでに「鈴鹿市公共建築物個別施設計画（令和２年

７月策定）」（以下、個別施設計画という。）の内容を反映させるため、令和３年９月に

１度目の改定を行い、令和６年４月には、国（総務省）の「公共施設等総合管理計画

の策定にあたっての指針」の改訂（令和４年４月１日付け総財務第 43 号通知）を受

けて２度目の改定を行っています。 

総合管理計画は、平成 28 年度から令和 33 年度までの 36 年間を計画期間とする長

期計画であることから、数値目標のほか、公共施設等の複合化や統廃合の検討につい

て、進捗状況を年度ごとに把握し、検証を行っていくことが重要です。本計画では、

施設保有量の推移などの進捗状況や対策の実績について、市ホームページ等での定期

的な公表を定めていることから、毎年度末時点の情報を整理し、総合管理計画の別冊

として「公共施設の状況」を作成、公表します。 

 

(１) 数値目標の設定 

 総合管理計画では、計画の実効性を確保するために、令和 33 年度末までに「公共

建築物の保有量（延床面積）を 18％縮減」するという総量抑制の数値目標を設定し

ています。これは、計画期間内における本市の人口減少率が概ね 18％と推定され、

また、計画期間における人口一人当たりの延床面積についても平成 30 年度の実績

（約 2.8 ㎡/人）を維持することで、市民サービスと収支レベルのバランスを保つと

ともに、人口一人当たりの負担額についても平成 27 年度と同程度に抑制すること

が可能となることから、保有量の削減率について同様に設定しています。 

 

(２) 数値目標の対象施設 

 数値目標の対象である「公共建築物」は、市の保有する建築物のうち、インフラ

（上下水道施設・公園施設）を除いた建築物（ハコモノ）です。 

 なお、令和２年 10 月第 1 回行政経営会議において市有化が承認された消防団施

設については、「今後、維持管理費や更新費等の財政負担を負うことが見込まれる公

共施設」として総合管理計画の対象となっていますが、保有量の積算においては、

市に所有権が移転された時点で算入するものとします。 

 

(３) 縮減する保有量（面積） 

18％縮減目標の基準となるのは平成 27年度末の延床面積 563,968.59㎡であるた
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め、令和 33 年度末までに 101,500 ㎡以上縮減することになります。 

101,500 ㎡は市内の公民館、地区市民センター、体育館等のすべてのスポーツ・

レクリエーション施設、市民会館と文化会館、図書館や資料館等のすべての社会教

育系施設、２つの給食センター、清掃センター、不燃物リサイクルセンター、クリ

ーンセンターの総延床面積に匹敵する数値で、小学校でいうと約 18.5 校分に当たり

ます1。 

 

(４) 公共施設に係るトータルコストの抑制と保有量縮減に向けた対策 

総合管理計画における数値目標は、使わなくなった施設を解体したり売却したり

していくだけでは達成できるものではありません。現在の施設を全て維持していく

のではなく、人口減少、人口構成の変化に伴う公共施設等の需要減少を見据えなが

ら、行財政改革の視点をもって、統廃合や複合化による施設の再編を進めていく必

要があります。 

また、需要が高い既存の施設については、より長く安全に利用することによるト

ータルコストの抑制を図るため、予防保全である長寿命化改修や大規模改修につい

ても個別施設計画に沿って計画的に進めるとともに、更新などに際しては、ＰＰＰ

／ＰＦＩ、民間提案の取組などにより、民間の技術、ノウハウ、資金等を活用する

など『公民連携』の中で、より安価で質の高い公共サービスの提供に努めていく必

要があります。  

                                                   
1 小学校 30 校の総延床面積 165,101.23 ㎡から算出した平均値約 5,500 ㎡を 1 校分として算出しています。 
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２ 公共建築物の状況（令和５年度末） 

(１) 総保有量 

 令和５年度末時点での、施設類型別2の公共施設の施設数、延床面積は下表のとお

りです。令和５年度末の総延床面積は 561,803.69 ㎡で、平成 27 年度末に比べて

2,164.90 ㎡の減少となっています。 

 大分類における「その他」の施設数が増加していますが、用途廃止された施設は、

その他として分類しているためです。 

 

【表１－１：平成 27 年度からの増減比較表（施設類型別）】 

 
 

【表１－２：平成 27 年度からの増減比較表（年度別）】 

 

                                                   
2 総合管理計画Ｐ38-39 に記載の分類です。 

施設数 総延床面積(㎡) 施設数 総延床面積(㎡) 構成比

学校教育系施設 46 263,540.93 46 263,550.33 46.9% 9.40

市営住宅 15 115,356.53 15 114,575.68 20.4% -780.85

行政系施設 22 48,768.82 24 49,235.31 8.8% 466.49

供給処理施設 5 41,833.30 5 41,921.30 7.5% 88.00

市民文化系施設 47 30,209.83 46 30,016.82 5.3% -193.01

子育て支援施設 46 20,033.95 38 17,648.59 3.1% -2,385.36

スポーツ・レクリエーション系施設 10 17,946.44 8 16,983.88 3.0% -962.56

社会教育系施設 9 8,408.23 9 8,544.03 1.5% 135.80

産業系施設 8 7,317.89 7 6,274.92 1.1% -1,042.97

その他 19 5,527.10 25 8,501.70 1.5% 2,974.60

保健・福祉施設 6 4,724.23 4 4,249.79 0.8% -474.44

医療施設 1 301.34 1 301.34 0.1% 0.00

総計 234 563,968.59 228 561,803.69 100.0% -2,164.90

大分類
H27 R5 面積増減

R5-Ｈ27

※資料中の各表・各グラフについては、端数処理のため積み上げが合わない場合があります。 

H27 H28 H29 H30 Ｒ1

総延床面積(㎡) 563,968.59 561,952.85 561,273.41 560,467.22 562,428.75

面積増減【前年度比較】 - -2,015.74 -679.44 -806.19 1,961.53

面積増減【H27比較】 - -2,015.74 -2,695.18 -3,501.37 -1,539.84

削減率 - 0.35% 0.47% 0.62% 0.27%

R2 R3 R4 R5

563,179.50 561,835.55 568,967.79 561,803.69

750.75 -1,343.95 7,132.24 -7,164.10

-789.09 -2,133.04 4,999.20 -2,164.90

0.13% 0.37% -0.88% 0.38%
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(２) 施設類型別の保有状況 

 グラフ１に示したとおり、令和５年度末の類型別の建築物総延床面積では、学校

教育系施設が 263,540.33 ㎡で最も大きく、構成割合は全体の 46.9％を占めていま

す。今後の公共施設マネジメントを進める上で、重要な施設であることを示してい

ます。 

 ２番目は市営住宅で、114,575.68 ㎡、構成割合 20.4％となっています。 

 このほか、３番目の行政系施設は、市役所本庁舎が 33,872.42 ㎡と規模が大きい

ことから、また、４番目の供給処理施設は、清掃センター、不燃物リサイクルセン

ター、クリーンセンターがそれぞれ 10,000 ㎡を超える大規模施設であることから上

位になっています。 
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40年以上 

43.3％ 

(３) 老朽化の状況と施設の改修計画 

 ① 老朽化の状況と改修の必要性 

建築物の目標耐用年数（使用年数）については明確な定義が無く、税法上にお

いての法定耐用年数は定められているものの、これは物理的な寿命を示すもので

はありません。 

本市では、鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の長寿命化による目標耐用年数を原

則 80 年以上に設定しています。 

なお、目標耐用年数を設定するに当たっては、個別施設計画の「対策の優先順

位の考え方」に基づいて「大規模改修3・長寿命化改修4」及び「部位改修5」を実

施することで、80 年以上の長期間使用を目指すこととしています。 

築年数別に延床面積を比較すると、築年数 20 年以上 40 年未満の棟が、 

約 34.4％、築年数 40 年以上の棟は 43.3％を超えており、今後も老朽化の進行が

見込まれることから、施設の改修を計画的に進める必要があります。 
 

【表２：築年数別延床面積の割合】 

 

  

                                                   
3 屋根・外壁・内装や設備の改修により、建物全体の物理的な不具合を直し、建物の耐久性を元の水準まで回復

させること。 
4 コンクリート中性化対策や鉄筋の腐食対策、耐久性に優れた仕上げ材への取替えのほか、社会背景に合わせて

機能面を追加・改修することで、建物の機能や性能を改修時点で求められる水準より引き上げ、施設の性能向上

を図ること。 
5 劣化状況の調査において、屋根、外壁、内部仕上、電気・機械設備といった部位ごとに劣化状況を把握し、状

況に応じた対応を継続することで、建築物の躯体を維持しながら目標耐用年数まで延命を行うこと。 

20年以上

40年未満 

34.4％ 

20年未満 

22.1％ 

築年数
延床面積(㎡)

（各棟）

延床面積

割合

10年未満 28,826.56 5.1%

10～19年 95,539.20 17.0%

20～29年 51,738.48 9.2%

30～39年 141,834.13 25.2%

40～49年 171,761.42 30.6%

50～59年 64,415.04 11.5%

60～69年 6,133.38 1.1%

70年以上 478.55 0.1%

不明 1,076.93 0.2%

総計 561,803.69 100.0%
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築年数のほかに、建築物の老朽化の度合いを示す指標として、有形固定資産減価

償却率（資産老朽化比率）があります。 

有形固定資産減価償却率とは、保有する有形固定資産が、耐用年数に対して、ど

の程度の年数が経過しているのかを表した指標で、この値が 100％に近いほど老朽

化が進んでいるといえます。 
 

有形固定資産減価償却率＝
減価償却累計額

有形固定資産合計（土地等の非償却資産を除く）+減価償却累計額
 ×100 

 

有形固定資産減価償却率は、減価償却累計額と現在価額を基に算出するため、施

設の改修による現在価額の上昇（＝資産の価値の上昇）が反映されることから、築

年数と比較して現状に即した老朽化の度合いである一方で、取得価額が大きい施設

の現在価額が大きく影響を与える指標となっています。 

本市において総合管理計画の対象となる建築物の有形固定資産減価償却率は、

58.2％で、施設類型別でみると行政系施設が 40.2％、続いて医療施設が 43.2％と老

朽化の度合いが低い一方で、産業系施設が 82.8％、市営住宅では 80.6％と老朽化が

進んでいます。 

 

【表３：大分類ごとの有形固定資産減価償却率】 

 

  

産業系施設 82.8%

市営住宅 80.6%

その他 71.1%

社会教育系施設 65.8%

保健・福祉施設 63.0%

市民文化系施設 62.7%

学校教育系施設 62.3%

子育て支援施設 52.1%

スポーツ・レクリエーション系施設 47.0%

供給処理施設 45.2%

医療施設 43.2%

行政系施設 40.2%

総計 58.2%

大分類
有形固定資産

減価償却率（R5）
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② 改修を必要とする施設の施設類型別内訳 

 「長寿命化改修」を必要とする築年数 40 年以上の施設の類型別内訳を見ると、

学校教育系施設の割合が最も高く、次に市営住宅の割合が高くなっています。こ

れは、小中学校や市営住宅は各施設の規模が大きい上に、その多くが昭和 40～50

年代に整備されているためです。 

今後、特に小中学校と市営住宅について、改修や更新等の負担増加が懸念され

ます。 

 

【表４：改修を必要とする施設の施設類型別内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延床面積（㎡）

（各棟）
割合

学校教育系施設 141,378.11 58.2%

市営住宅 54,826.85 22.6%

スポーツ・レクリエーション系施設 12,081.07 5.0%

市民文化系施設 11,493.45 4.7%

子育て支援施設 9,556.81 3.9%

行政系施設 4,051.09 1.7%

社会教育系施設 3,923.25 1.6%

産業系施設 3,598.81 1.5%

その他 1,878.95 0.8%

供給処理施設 0.00 0.0%

保健・福祉施設 0.00 0.0%

医療施設 0.00 0.0%

総計 242,788.39 100.0%

築40年以上

大分類
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(４) 対策の実績 

 現在までに実施した対策の実績は以下のとおりです。 

  

 ① 保有量の適正化に関する対策 

移転改築や機能の廃止により使用しなくなった施設については、積極的に除却や

売却・譲渡を行うことにより、総保有量の削減を図っています。今後は、個別施設

計画に基づく計画的な改修の実施に先立ち、施設の必要性や継続性の検討を適切に

実施することにより、複合化や集約化、統廃合、民間施設の活用等による総保有量

の削減につなげます。 

令和５年度は、廃園となった椿幼稚園の解体や環境センターの譲渡などを行いま

した。 

 

【表５：総保有量削減の実績】（令和元年以降） 

年度 施設名（代表） 建物名 備考 

R1 一ノ宮倉庫 ２階部分 一部利用不可とし延床面積変更 

R1 清掃センター   一部除却 

R2 旧牧田公民館･牧田地区市民センター   譲渡 

R3 ステップワークすずのね  譲渡 

R3 石薬師小学校 屋内運動場 改築に伴う除却 

R3 旧西条保育所  改築に伴う売却 

R4 小岐須渓谷山の家  除却 

R4 東玉垣団地 集会所  除却 

R4 石垣池公園市民プール プール管理棟 除却 

R5 椿幼稚園  除却 

R5 環境センター  譲渡 

R5 南旭が丘団地（12棟のうち 2棟）  除却 

R5 大木中学校 校舎棟 改築に伴う解体 

  

② 長寿命化の推進に関する対策 

ア 計画的な点検と安全確保の対策（実施方針①、③関係） 

令和元年度に「施設管理者のための建物点検チェックリスト」の運用を開始

し、技術職員を有しない所属においても施設の維持管理担当者（施設管理者）

による定期的な日常点検の実施を促しています。 

事後修繕の実施にあたっては、施設の劣化状況からみた緊急度を勘案した優

先順位に基づき予算措置を行うことを目的として、令和２年度から維持修繕費

検討委員会を設置し、安全確保に努めています。 
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イ 施設の実態把握と各個別施設計画の実施 

公共建築物個別施設計画の実情に即した推進を見据え、改めて施設の実態を

把握するため、改修の必要性及び劣化状況について現況調査を実施しています。 

公共建築物個別施設計画に基づく長寿命化改修及び大規模改修については、

新型コロナウイルス感染症により交付金の対象となったトイレ改修工事及び

公共建築物個別施設計画策定以前に基本構想の策定や設計が済んでいた事業

についてはおおむね計画どおりに実施されていますが、厳しい財政状況や優先

すべき緊急的な事後修繕の増加等によりそれ以外の計画改修については、予定

どおり進んでいない状況にあります。 

 

【表６：長寿命化改修・大規模改修等の実績（公共建築物個別施設計画策定以降）】 

計画
年度 

施設名（代表） 備考 
実施
年度 

R2 井田川公民館・井田川地区市民センター 長寿命化（トイレ改修） R2 

R2 石薬師小学校 屋内運動場 改築 R2 

R2 小学校 6校（明生、鼓ヶ浦、箕田、桜島、神戸、栄） 長寿命化（トイレ改修） R2 

R2・3 （市営住宅）桜島団地 長寿命化（外壁改修） R2・3 

R3 久間田公民館・久間田地区市民センター 長寿命化（トイレ改修） R3 

R3 大木中学校 改築 R4 

R4 天名公民館・地区市民センター 複合化（改築） R4 

R3 椿公民館・椿地区市民センター 長寿命化（トイレ改修） R4 

R4 合川保育所 長寿命化改修 R4 

R4 子育て支援センターりんりん 複合化（改築） R4 

R4 （市営住宅）高岡山杜の郷 長寿命化（屋根改修） R4 

R4 文化会館 長寿命化（DBM） R4～ 

R4 白子中学校 長寿命化（一部改築） R5～ 

R5 ハイツ旭が丘 長寿命化（外壁改修） R5 

 

 ③ 運営管理の適正化対策 

令和３年度から、指定管理者制度の導入検討にあたってはサウンディング型市

場調査を実施し、より効率的効果的な管理運営を目指しています。ほか、令和４

年度からスポーツ施設や公園施設等のうち２２の施設について、公共施設予約シ

ステムを導入し、市民サービスの向上と職員負担の軽減を図っています。 

収支レベルについては、施設整備の実施に合わせて利用料等の見直しを実施し

ています。 

また、施設整備にあたっては、鈴鹿市ＰＦＩ優先的検討規定及び鈴鹿市ＰＦＩ
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基本指針に基づき、公民連携の取組を着実に進めています。 

 

【表７：地方行政サービス改革の主な取組】 

実施年度 内容 

R1 第 2療育センターの新規設置において指定管理者制度を導入 

R3 

鈴鹿市公の施設の指定管理者制度運用指針を改定し、導入（再導入を含む）

検討段階におけるサウンディング型市場調査の実施を規定 

１９施設で指定管理者制度の効果的な運用に向けたサウンディング型市場調査

を実施 

R3 道路維持管理業務の一部に係る地域維持型維持修繕業務委託を試行導入 

R4 ２２施設で公共施設予約システムの運用を開始 

Ｒ5 
イスのサンケイホール鈴鹿（鈴鹿市民会館）および鈴鹿市文化会館の指定管理

者の指定（指定期間は令和 6年 4月 1日から令和 11年 3月 31日まで） 

 

【表８：収支レベルの適正化】 

実施年度 内容 

H29 水道料金及び下水道使用料の改定 

R2 ＡＧＦ鈴鹿体育館 使用料改定 

 

【表９：施設整備更新等における公民連携の取組（総合管理計画策定以降）】 

 事業名 
実施 
年度 

内容 

鈴鹿市清掃センター 

改修対策事業 
H27 

ＤＢＯ方式により大規模改修工事及び運営 

事業期間：H28～R16 

鈴鹿市文化会館 

大規模改修事業 
R2 

導入可能性調査の結果を踏まえ、ＤＢＭ方式による事業化

を決定（R6年 7月リニューアルオープン） 

鈴鹿市クリーンセンター 

整備事業 
R3 

導入可能性調査の結果を踏まえ、ＤＢＯ方式による事業化

を決定 
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２ インフラ施設の保有状況（令和５年度末） 

【表 10：インフラ施設の概要】 

大分類 中分類 施設概要6 

1道路 (1)市道7 路線数 7,154 総延長 1,835.0km 

(2)農道 路線数 277 総延長 93.90ｋm 

(3)林道 路線数２ 総延長 6.14km 

(4)橋りょう 910橋 

2交通安全施設 (1)交通安全施設 カーブミラー5,267か所  

ガードレール 130.4km 

道路照明灯 918か所 

3河川 (1)河川 市管理河川水系数 46 

河川延長 147.5km 

(2)水路 管理延長 9.8km 調整池 55 

(3)供給処理施設 排水機場 16 ポンプ処理能力 44.4㎥/sec 

4公園 (1)公園 施設数 380 総面積 150.65ha 

5漁港 (1)漁港 漁港数 3 係留施設延長 1,312m 

外郭施設延長 4,713m 

6上下水道 (1)管路施設 配水管延長 1,307.6km 

導水管延長 16.2km 

送水管延長 27.0km 

汚水管延長 723.9ｋｍ（下水） 

汚水管延長 212.8ｋｍ（農集） 

雨水管延長 52.2ｋｍ 

調整池 4 

(2)処理施設 送水場数 5 給水能力 93,180㎥/日 

配水池数 14 容量 50,765㎥ 

ポンプ所数 1 公称能力 2,620㎥/日 

水源数 32 公称能力 87,508㎥/日 

ポンプ場数 16 （下水）  

ポンプ処理能力 吐出量 0.06～3.9㎥/min 

浄化センター数 18 （農集） 

処理能力 計画放流流量 108～983㎥/日 

(3)供給処理施設 ポンプ場数 3 （雨水） 

ポンプ処理能力 33.2㎥/sec 

(4)庁舎等 庁舎延床面積 4,918㎡ 

7その他 (1)ため池 ため池 100か所 

(2)その他 海岸保全施設延長 3,455ｍ 

 

                                                   
6 施設概要数値については、2024（令和６）年３月 31 日現在の数値を用いています。 
7 市道の総延長には、「自転車専用道路」「自転車歩行者専用道路」「歩行者専用道路」を含んでいます。 
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鈴鹿市 都市整備部 公共施設政策課 公共施設マネジメントグループ 

〒513-8701 

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 

TEL 059-382-9005 

FAX 059-382-8188 

E-mail  kokyoshisetsuseisaku@city.suzuka.lg.jp 

 

（令和７年３月発行） 


